
１ 自分自身で判断できる人間を目指そう

「頭髪服装指導に合格するために髪を切りに行く。」「頭髪服装指導に合格するために

制服をきちんと着こなす。」と考えたことがある人はいませんか？おそらく多くの人がこ

のように考えていたと思います。しかし，よく考えてみると，これはとてもおかしなこ

とです。身だしなみを整える目的は頭髪服装指導に合格するためではありません。しか

し，「髪を切りたくても，頭髪服装指導が２週間後だからそれまでは髪を切れない。今切

ったら２週間後の指導で不合格になってしまう。」と思い，自分の切りたいタイミングで

散髪に行けなかった人がいたことも事実です。ですので，今年度から学校全体で統一し

て行う頭髪服装指導は原則として節目となる各学期始業式にのみ行うことにしました。

それ以降は皆さん自身が判断し，美容院に行くべき時に自分のタイミングで行って身だ

しなみを整えてほしいと思います。

では，どのような観点で身だしなみを整えれば良いのか考えてみましょう。中には髪

が伸び放題になっても，前髪が目にかかっても，奇抜な髪型やアレンジをしても「自分

の判断でこれでいいと思う。」と言う人がいるかもしれません。しかし，これは「正しい

判断」と言えるでしょうか。単なる「自分勝手」「わがまま」です。種子島中央高校生に

求める頭髪服装の基準は「大学入試や就職試験等に十分対応できるレベル」です。大切

なのは，その基準に合っているかどうかを判断するのは，先生方ではなく，みなさん自

身であるということです。自分で鏡を見て，自分の姿を自分自身で判断して，自主的に

整えることができるようになってほしいと思います。

もちろん，今までの人生の中で就職試験も大学入試も経験したことのないみなさんで

すので，判断が難しいこともあると思います。そのような時は遠慮無く先生方に聞いて

ください。下の図は，面接ガイドブックに掲載されているイラストです。このような姿

であれば大学入試や就職試験等に十分対応できます。次のチェック項目について，各自

で，また友達同士でチェックしてみましょう。
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【頭髪】
□清潔で自然な髪型である。
□前髪は眉の下線を越えない程度。
□男子の横髪は耳にかからないように。
□女子で髪が長い場合はくくる。
【服装】
□男子は学ランのボタンを全て留める。
□シャツはズボンの中に入れる。
□女子のスカート丈は，膝頭が隠れる程度。
□上着の下に着たセーターなどが見えない。
□靴は白を基調としたスニーカーまたは
黒のローファー。
□靴下は短かすぎない。

至 誠
し せ い



２ 取り返しがつかないことになる前に…

世の中のほとんどのことは取り返しがつきます。失敗しても，再チャレンジするチャンスはやって

きます。しかし，交通違反や交通事故は取り返しがつかない結果を招く危険性を大いに含ん

でいます。事故の後遺症で体が動かなくなる，事故が原因で命を落とす…。どんなに悔やんで

も，再チャレンジの機会は永遠に訪れません。だからこそ，交通ルールはしっかりと守らなければ

ならないのです。

３ 単車通学について規定を確認しておこう！

条件① 学校を起点に通学距離が５㎞以上の地区に居住する生徒

ただし，１年生は夏休み以降に受験を許可し，２学期より通

学を許可する。

条件② 部活動に入部し，真面目に活動し，通学距離が４㎞以上の

地区に居住する生徒。

４ 自家用車で送迎してもらっている生徒へ

自家用車で送迎してもらう際に，校門付近で停車して乗降すると道路が混雑し非常に危険で

す。必ず校内に入ってもらい，ロータリーを回って，生徒脱靴場の前で乗り降りしましょう。

また，校内では徐行運転してもらってください。

①交通マナーを守ること。→速度超過（単車の最高速度30km/h）・一時不停止・危険運転
ヘルメット未着用・並進・二人乗り・自転車の牽引等はダメ！

②無免許運転・無断免許取得は絶対禁止！→非常に危険！
③通学許可を必ず提出すること。→万が一の時に学校が対応できない。

④通常の通学路を通行すること。→近道（小道）で事故増！
⑤女子は下にジャージを着用すること。→転倒時の擦り傷を軽減するため

⑥かばんや荷物は必ず荷台へくくりつけること。足下に置いたり，ハンドル下のフックに
掛けたりして運転してはならない。→落下や不安定による事故を防ぐため

⑦携帯電話・スマートフォン等を利用しながら，イヤフォンをつけて音楽等を聴き
ながらの登下校は禁止！→非常に危険！

【南種子町からスクールバスを利用する生徒が単車受験する際の確認事項】

☆１年次にバス停までの単車通学を希望する生徒は，夏休み以降受験を許可
し，２学期よりバス停までの通学を許可する。ただし，最寄りのバス停を
起点に３㎞以上の地区に居住していることを原則とする。
☆１年次にスクールバスを利用する生徒で２年次より単車通学を希望する生
徒は，１年次の３学期以降受験を許可する。ただし，免許取得した生徒で
あっても単車の使用は２年次の４月からとし，１年生のうちはスクールバ
スで登下校する。


